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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第40期

第２四半期累計期間
第41期

第２四半期累計期間
第40期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

営業収益 (百万円) 17,623 18,928 45,203

経常利益 (百万円) 13,394 14,340 35,760

四半期(当期)純利益 (百万円) 9,241 9,937 24,430

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) － － －

資本金 (百万円) 10,703 10,703 10,703

発行済株式総数 (株) 68,871,790 68,871,790 68,871,790

純資産額 (百万円) 130,196 148,663 145,049

総資産額 (百万円) 325,108 375,171 372,968

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 134.36 144.47 355.17

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 134.28 144.38 354.98

１株当たり配当額 (円) － － 95.00

自己資本比率 (％) 40.0 39.6 38.9

営業活動によるキャッシュ
・フロー

(百万円) 9,876 7,171 29,778

投資活動によるキャッシュ
・フロー

(百万円) 4,919 △17,705 2,714

財務活動によるキャッシュ
・フロー

(百万円) △5,990 △6,533 23,260

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 79,797 109,678 126,745
 

 

回次
第40期

第２四半期会計期間
第41期

第２四半期会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 67.33 73.73
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)が保有する当社株式を、１株当たり情報の算定上、期中平均株式数の計算にお

いて控除する自己株式に含めております。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリ

スクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第２四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 経営成績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として国内外経

済が厳しい状況にあるなか、企業収益の大幅な減少のほか、雇用・所得環境ならびに個人消費においても弱い動き

が見られ、先行き不透明な状況が続いております。

住宅市場につきましては、政府の住宅取得支援策や住宅ローンの低金利環境が継続したものの、新設住宅着工戸

数は、前年同期を下回りました。また、住宅ローン市場におきましても、住宅市場同様に弱い動きが見られまし

た。

このような事業環境のもと、当社は、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら、中期経営計画「Beyond

the Border」の基本方針である「事業規模拡大」、「事業領域拡大」ならびに「企業価値向上」の課題を中心に各

種施策に取り組んでまいりました。

事業規模拡大におきましては、新規貸出市場および既存貸出市場でのシェア拡大のための施策に取り組みまし

た。新規貸出市場のシェア拡大につきましては、提携金融機関との関係強化や未提携金融機関との新規契約締結に

取り組みました。提携金融機関との関係強化につきましては、当社保証の利用率向上のため、商品基準を一部改定

したほか、ウェブ会議システムなどを利用した商品説明会や勉強会を実施しました。未提携金融機関との新規契約

締結につきましては、当第２四半期累計期間において、銀行２行、ＪＡ１組合の合計３機関と契約締結に至りまし

た。また、既存貸出市場のシェア拡大につきましては、保証債務承継やRMBS（住宅ローン担保証券）取得による保

証債務残高増加に向けた取り組みを継続しました。

事業領域拡大におきましては、子会社であるあけぼの債権回収株式会社の活用として、金融機関からの業務受託

に向けた提案活動を実施しました。また、前事業年度で子会社化した、みのり信用保証株式会社につきましては、

新たな事業展開を図るべく運営体制の整備に取り組みました。

企業価値向上におきましては、業務効率化を図るため審査関連業務の一部を子会社に集中化しました。

こうした取り組みの結果、営業収益は18,928百万円（前年同期比7.4％増）、営業利益は14,005百万円（前年同期

比9.4％増）、経常利益は14,340百万円（前年同期比7.1％増）、四半期純利益は9,937百万円（前年同期比7.5％

増）となりました。

当社は信用保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

なお、新型コロナウイルス感染症が経営成績等に与える影響につきましては、以下のとおりであります。

当第２四半期累計期間におきましては、住宅市場および住宅ローン市場に弱い動きが見られるなか、当社の新規

保証実行件数も減少しました。

しかしながら、緊急事態宣言解除後における当社への保証審査申込件数は前年を上回る水準で推移しており、新

規保証実行件数も徐々に回復に向かうと想定していることから、営業収益に大きな影響は及ぼさないと見込んでお

ります。

一方、与信関連費用につきましては、失業率の上昇など雇用情勢の悪化により、代位弁済金額や返済条件の変更

が増加し、債務保証損失引当金繰入額に影響を与える可能性があります。

しかしながら、当第２四半期累計期間における代位弁済金額は期初計画どおりに推移していること、また、返済

条件の変更については、所得環境の変化など顧客からの相談に柔軟に対応しておりますが、当第２四半期累計期間

中に返済条件の変更を実施した件数は、当社保有契約件数に対して0.4％未満と少なく、過去の実績から返済条件を

変更した直後の代位弁済の発生率は低くなる傾向にあることから、現時点において新型コロナウイルス感染症は与

信関連費用に大きな影響を及ぼさないと見込んでおります。

 

EDINET提出書類

全国保証株式会社(E09753)

四半期報告書

 3/21



(2) 財政状態の分析

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて0.6％増加し、375,171百万円となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べて11.9％減少し、180,231百万円となりました。これは現金及び預金が減少した

ことなどによります。

固定資産は、前事業年度末に比べて15.7％増加し、194,939百万円となりました。これは投資有価証券が増加した

ことなどによります。

負債合計は、前事業年度末に比べて0.6％減少し、226,507百万円となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べて4.5％減少し、28,565百万円となりました。これは未払法人税等が減少したこ

となどによります。

固定負債は、前事業年度末に比べて0.0％減少し、197,941百万円となりました。これは長期前受収益が減少した

ことによります。

純資産合計は、前事業年度末に比べて2.5％増加し、148,663百万円となりました。これは利益剰余金が増加した

ことなどによります。

 
(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ

17,067百万円減少し、109,678百万円となりました。

　当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は7,171百万円（前年同期は9,876百万円の資金増加）となりました。主な増加要

因は税引前四半期純利益14,340百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払額5,430百万円、求償債

権の増加額2,396百万円等であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は17,705百万円（前年同期は4,919百万円の資金増加）となりました。主な減少要

因は投資有価証券の取得による支出34,514百万円、定期預金の預入による支出28,750百万円等であります。一方、

主な増加要因は定期預金の払戻による収入44,050百万円等であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は6,533百万円（前年同期は5,990百万円の資金減少）となりました。減少要因は

配当金の支払額6,542百万円であります。

 

(4) 会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

当第２四半期累計期間において、会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定について重要な変更はありませ

ん。

 

(5) 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

当第２四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2020年11月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 68,871,790 68,871,790
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
い、当社における標準と
なる株式であります。
単元株式数は100株であ
ります。

計 68,871,790 68,871,790 ― ―
 

（注）提出日現在発行数には、2020年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りです。

第７回株式報酬型新株予約権

決議年月日 2020年６月19日

付与対象者の区分および人数 当社取締役４名

新株予約権の数※ 850個（注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数※ 普通株式　8,500株（注)１

新株予約権の行使時の払込金額※ １円

新株予約権の行使期間※ 2020年７月22日～2050年７月21 日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格および資本組入額※

発行価格　　3,518円
資本組入額 （注)２

新株予約権の行使の条件※ （注)３

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締
役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注)４
 

※　新株予約権の発行時（2020年７月21日）における内容を記載しております。

（注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は10株とする。

　　なお、新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割当てを含む。以下同様。）又

は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株

予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる１株未満の端数については、

これを切り捨てる。

　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

　　また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とす

る場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
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２．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

３．新株予約権の行使の条件

（１）新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予

約権を一括してのみ行使することができる。

（２）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの１名（以下、「相続承

継人」という。）のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、当社と新株予約権者

との間で締結する新株予約権割当契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のう

ち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

 ① 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

② 相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ前記「新株予約権の行使期間」所定の行使期間の最終日まで

に、当社所定の相続手続を完了しなければならない。

③ 相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」所定の行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時

から２ヶ月以内に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

４．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）については、会社法第236条第１項第８号イ

からホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき、新

株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、

以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、

株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

（２）新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数

　　新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編

対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)１に準じて決定する。

（３）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新

株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を

行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たりの金額を１円とする。

（４）新株予約権を行使できる期間

　　前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間

の満了日までとする。

（５）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

　　前記(注)２に準じて決定する。

（６）新株予約権の譲渡制限

　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

（７）新株予約権の取得に関する事項

① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)３の定め又は当社との新株予約権割当契約の定めにより

新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約

権を無償で取得することができる。

② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が

完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会（株主総会が不要な

場合は当社取締役会）において承認された場合は、当社は当社取締役会が別途定める日をもって、同日

時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

― 68,871,790 ― 10,703 ― 637
 

 

(5) 【大株主の状況】

2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号 6,200,000 9.01

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 6,200,000 9.01

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 4,465,500 6.49

太陽生命保険株式会社 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 4,271,000 6.20

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 4,204,500 6.11

TAIYO FUND, L.P.
（常任代理人　株式会社三菱UFJ
銀行）

5300 CARILLON POINT KIRKLAND, WA 98033,
USA
 （東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

1,283,000 1.86

株式会社日本カストディ銀行
（信託口５）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 1,157,800 1.68

SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,101,400 1.60

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 1,074,800 1.56

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
（常任代理人　香港上海銀行東
京支店　カストディ業務部）

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号)

1,042,178 1.51

計 － 31,000,178 45.06
 

（注）１．所有株式数の割合は、自己株式423株および株式給付信託（J-ESOP)信託口が保有する77,920株を控除して

算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

２．2020年７月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社およ

びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社および日興アセットマネジメ

ント株式会社が2020年７月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として

当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて

おりません。

なお、その大量保有報告書の内容は、以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目
４番１号

500,000 0.73

三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目１番
１号

1,910,900 2.77

日興アセットマネジメント株式
会社

東京都港区赤坂九丁目７番１
号

1,043,600 1.52
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 400
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 68,855,200
 

688,552
完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない、当社における標準
となる株式であります。

単元未満株式 普通株式 16,190
 

― ―

発行済株式総数 68,871,790 ― ―

総株主の議決権 ― 688,552 ―
 

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）の信託財産として株式会社

日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式77,900株（議決権の数779個）を含めております。

 

② 【自己株式等】

    2020年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式)
全国保証株式会社

東京都千代田区大手町
二丁目１番１号

400 ― 400 0.00

計 ― 400 ― 400 0.00
 

（注）株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株

式77,900株は、上記自己株式に含めておりません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2020年７月１日から2020年９月

30日まで)及び第２四半期累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、太陽有

限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次の通りであります。

　資産基準　　　　　　   0.8％

　売上高基準　　　　 　  0.9％

　利益基準　　　　 　    0.4％

　利益剰余金基準　　 　  0.5％

　※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 191,595 162,228

  求償債権 13,652 16,049

  有価証券 5,731 9,226

  未収入金 266 136

  前払費用 52 46

  その他 735 863

  貸倒引当金 △7,533 △8,317

  流動資産合計 204,500 180,231

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 231 234

    減価償却累計額 △149 △154

    建物（純額） 81 79

   車両運搬具 55 55

    減価償却累計額 △34 △37

    車両運搬具（純額） 21 18

   工具、器具及び備品 445 458

    減価償却累計額 △277 △303

    工具、器具及び備品（純額） 168 154

   土地 4 4

   有形固定資産合計 275 256

  無形固定資産   

   ソフトウエア 609 585

   ソフトウエア仮勘定 43 24

   その他 3 3

   無形固定資産合計 657 613

  投資その他の資産   

   投資有価証券 138,701 168,484

   関係会社株式 2,023 2,023

   長期貸付金 2,850 2,622

   長期預金 19,000 16,000

   長期前払費用 195 181

   前払年金費用 19 17

   繰延税金資産 4,211 4,159

   その他 535 580

   投資その他の資産合計 167,535 194,068

  固定資産合計 168,468 194,939

 資産合計 372,968 375,171
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  前受収益 16,687 16,733

  預り金 33 25

  未払金 1,156 990

  未払法人税等 5,665 4,568

  賞与引当金 303 338

  債務保証損失引当金 ※1  5,905 ※1  5,872

  株主優待引当金 126 －

  その他 32 36

  流動負債合計 29,910 28,565

 固定負債   

  長期借入金 30,000 30,000

  長期前受収益 167,944 167,864

  株式給付引当金 64 77

  固定負債合計 198,008 197,941

 負債合計 227,919 226,507

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,703 10,703

  資本剰余金 637 637

  利益剰余金 133,832 137,227

  自己株式 △225 △209

  株主資本合計 144,948 148,359

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △47 125

  評価・換算差額等合計 △47 125

 新株予約権 148 178

 純資産合計 145,049 148,663

負債純資産合計 372,968 375,171
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業収益   

 収入保証料 17,548 18,867

 その他 75 60

 営業収益合計 17,623 18,928

営業費用   

 債務保証損失引当金繰入額 1,408 1,610

 貸倒引当金繰入額 34 95

 給料手当及び賞与 694 655

 賞与引当金繰入額 332 338

 減価償却費 121 139

 その他 2,226 2,084

 営業費用合計 4,818 4,923

営業利益 12,805 14,005

営業外収益   

 受取利息 471 662

 受取配当金 98 33

 その他 22 24

 営業外収益合計 592 720

営業外費用   

 支払利息 － 385

 その他 3 0

 営業外費用合計 3 385

経常利益 13,394 14,340

特別損失   

 投資有価証券売却損 13 －

 投資有価証券評価損 79 －

 特別損失合計 93 －

税引前四半期純利益 13,300 14,340

法人税、住民税及び事業税 4,014 4,375

法人税等調整額 44 27

法人税等合計 4,059 4,402

四半期純利益 9,241 9,937
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 13,300 14,340

 減価償却費 121 139

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 632 784

 賞与引当金の増減額（△は減少） 36 34

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △212 △34

 株主優待引当金の増減額（△は減少） △103 △126

 前払年金費用の増減額（△は増加） △0 1

 株式給付引当金の増減額（△は減少） 13 12

 受取利息及び受取配当金 △570 △695

 支払利息 － 385

 投資有価証券売却損益（△は益） 13 －

 投資有価証券評価損益（△は益） 79 －

 求償債権の増減額（△は増加） △1,156 △2,396

 前受収益の増減額（△は減少） 284 37

 長期前受収益の増減額（△は減少） 2,747 △106

 その他の資産・負債の増減額 5 △126

 小計 15,193 12,248

 利息及び配当金の受取額 637 738

 利息の支払額 － △384

 法人税等の支払額 △5,954 △5,430

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,876 7,171

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △41,150 △28,750

 定期預金の払戻による収入 72,950 44,050

 有価証券の取得による支出 △5,000 △5,000

 有価証券の売却及び償還による収入 6,400 5,200

 有形固定資産の取得による支出 △119 △17

 有形固定資産の売却による収入 1 0

 無形固定資産の取得による支出 △94 △87

 投資有価証券の取得による支出 △28,566 △34,514

 投資有価証券の売却及び償還による収入 1,098 1,139

 関係会社株式の取得による支出 △600 －

 吸収分割による収入 － 37

 貸付金の回収による収入 － 236

 投資活動によるキャッシュ・フロー 4,919 △17,705

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の売却による収入 0 8

 配当金の支払額 △5,991 △6,542

 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,990 △6,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,805 △17,067

現金及び現金同等物の期首残高 70,992 126,745

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  79,797 ※１  109,678
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【注記事項】

(追加情報)

 (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

(1) 取引の概要

当社は、当社の株価や業績と従業員等(当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員を含む。以下同

じ。)の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従

業員等の意欲や士気を高めるため、従業員等に対して当社の株式を給付するインセンティブ・プラン「株式給付

信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員等に対し当社株式を給付す

る仕組みです。

当社は、従業員等に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたと

きに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員等に対し給付する株式については、予め信託設

定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理しております。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度224百万円、83,845株、当第２四

半期会計期間208百万円、77,920株であります。

 
 

(四半期貸借対照表関係)

※１　偶発債務

保証債務残高は次の通りであります。なお、延滞利息については見積りが不能であるため含めておりません。

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

住宅ローン等に対する保証債務 13,616,023百万円 13,882,431百万円

債務保証損失引当金 5,905　〃 5,872　〃

差　引 13,610,117百万円 13,876,559百万円
 

　

(四半期損益計算書関係)

１　営業収益の季節的変動

前第２四半期累計期間(自 2019年４月１日　至 2019年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自 2020年４月１

日　至 2020年９月30日)

当社では、生命保険会社に対する団体信用生命保険の取次ぎに伴う収入保証料が第４四半期会計期間に集中す

るため、第４四半期会計期間の営業収益が他の四半期会計期間の営業収益と比較して多くなる傾向にあります。

このため、事業年度の営業収益に占める第２四半期累計期間の営業収益は相対的に少なくなっております。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであ

ります。

 
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

現金及び預金 154,747百万円 162,228百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △74,950 〃 △52,550 〃

現金及び現金同等物 79,797百万円 109,678百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月14日
定時株主総会

普通株式 5,991 87.00 2019年３月31日 2019年６月17日 利益剰余金
 

(注) 2019年６月14日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)が保有する当社株式に

対する配当金７百万円が含まれております。
　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

　

当第２四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月19日
定時株主総会

普通株式 6,542 95.00 2020年３月31日 2020年６月22日 利益剰余金
 

(注) 2020年６月19日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)が保有する当社株式に

対する配当金７百万円が含まれております。
　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

　

(金融商品関係)

前事業年度末(2020年３月31日)

(単位：百万円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 有価証券及び投資有価証券 143,689 144,570 881

(2) 長期貸付金(※) 3,208 3,208 △0

(3) 長期預金 19,000 18,809 △190

(4) 長期借入金 30,000 30,000 －
 

(※) 長期貸付金には、流動資産の「その他」に含めて表示している１年内回収予定の長期貸付金を含めております。

 
(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 有価証券及び投資有価証券

　　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券、投資信託及び信託受益権は取引金融機

関から提示された価格によっております。

　　　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」を参照くださ

い。

(2) 長期貸付金

　　　長期貸付金については、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回

り等で割り引いた現在価値により算定しております。

(3) 長期預金

　　　長期預金については、取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 長期借入金

　　　長期借入金については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は実行後大き

く異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
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(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分 貸借対照表計上額

非上場株式(※) 452

組合出資金(※) 291

子会社株式(※) 2,023

合計 2,766
 

(※) これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示

の対象とはしておりません。
　
(注３) 保証債務については、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の注記を省略しております。

　

当第２四半期会計期間末(2020年９月30日)

有価証券及び投資有価証券、長期貸付金、長期預金、長期借入金が、会社の事業の運営において重要なものである

ため記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注２)を

参照ください）。

(単位：百万円)

 四半期貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 有価証券及び投資有価証券 176,967 178,137 1,170

(2) 長期貸付金(※) 2,965 2,955 △9

(3) 長期預金 16,000 15,852 △147

(4) 長期借入金 30,000 30,000 －
 

(※) 長期貸付金には、流動資産の「その他」に含めて表示している１年内回収予定の長期貸付金を含めております。

 
(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 有価証券及び投資有価証券

　　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券、投資信託及び信託受益権は取引金融機

関から提示された価格によっております。

　　　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」を参照くださ

い。

(2) 長期貸付金

　　　長期貸付金については、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回

り等で割り引いた現在価値により算定しております。

(3) 長期預金

　　　長期預金については、取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 長期借入金

　　　長期借入金については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は実行後大き

く異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
　
(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の四半期貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分 四半期貸借対照表計上額

非上場株式(※) 452

組合出資金(※) 291

子会社株式(※) 2,023

合計 2,766
 

(※) これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示

の対象とはしておりません。
　
(注３) 保証債務については、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の注記を省略しております。
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(有価証券関係)

前事業年度末(2020年３月31日)

　１．満期保有目的の債券

(単位：百万円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

国債・地方債等 19,193 21,409 2,215

社債 113,642 112,334 △1,308

その他 4,134 4,107 △26

計 136,970 137,851 881
 

　

　２．その他有価証券

(単位：百万円)

 貸借対照表計上額 取得原価 差額

株式 1,201 1,277 △75

その他 5,517 5,481 36

計 6,718 6,758 △39
 

(注) １．非上場株式(貸借対照表計上額452百万円)及び組合出資金(貸借対照表計上額291百万円)については、市場価

格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めて

おりません。

２．上表の「その他有価証券」の株式について、131百万円減損処理しております。

なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した

場合にはすべて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。また、時価のない有価証券については、実質価額が著しく低下し

た場合に減損処理を行っております。

 
当第２四半期会計期間末(2020年９月30日)

満期保有目的の債券及びその他有価証券が、会社の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

　１．満期保有目的の債券

(単位：百万円)

 四半期貸借対照表計上額 時価 差額

国債・地方債等 19,180 21,247 2,067

社債 146,679 145,798 △880

その他 4,131 4,113 △17

計 169,990 171,160 1,170
 

　

　２．その他有価証券

(単位：百万円)

 四半期貸借対照表計上額 取得原価 差額

株式 1,390 1,277 112

その他 5,586 5,541 44

計 6,976 6,819 157
 

(注) 非上場株式(四半期貸借対照表計上額452百万円)及び組合出資金(四半期貸借対照表計上額291百万円)について

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に

は含めておりません。
　

EDINET提出書類

全国保証株式会社(E09753)

四半期報告書

17/21



 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自 2020年４月１日 

至 2020年９月30日)

当社の事業は、信用保証事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以

下の通りであります。
　

項目
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益 134.36円 144.47円

（算定上の基礎）   

四半期純利益(百万円) 9,241 9,937

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 9,241 9,937

普通株式の期中平均株式数(株) 68,781,933 68,789,820

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 134.28円 144.38円

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(株) 39,270 42,613

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業
年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

(注) 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)に残存する当社株式は、１株当

たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期累計期間89,460

株、当第２四半期累計期間81,546株であります。

 
２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

2020年11月４日

全国保証株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
 

東京事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 並   木   健   治 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野   田   大   輔 ㊞

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている全国保証株式会

社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第41期事業年度の第２四半期会計期間（2020年７月１日から2020年９月

30日まで）及び第２四半期累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、全国保証株式会社の2020年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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